
が
、
氏
名
な
ど
個
人
を
特
定
で
き
る
情
報
と
身

長
・
体
重
の
情
報
が
同
一
事
業
所
内
に
あ
っ
て
、

容
易
に
照
合
で
き
る
状
態
に
あ
れ
ば
個
人
情
報

に
当
た
り
ま
す
。
な
お
、
経
済
産
業
省
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
で
は
、死
亡
者
の
情
報
で
あ
っ
て
も
、

遺
族
な
ど
生
存
す
る
個
人
と
か
か
わ
り
の
あ
る

情
報
で
あ
れ
ば
、
個
人
情
報
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
度
情
報
通
信
社
会
に
お
け
る
制
度
的
基
盤
と

し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
量
の
情
報
が
流
通
す
る
高
度
情
報
通
信
社
会
。
個
人
情
報
保
護
法（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
）は
、
個
人
の
情
報
を
正
し
く
取
り
扱
う
た
め
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
平
成
17
年
４
月
に
全
面
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
大
規
模
な
個
人
情
報
漏
え
い
が
後
を
絶
た
ず
、
ま
た
、
法
律
の
趣
旨
が

誤
解
さ
れ
、
必
要
な
個
人
情
報
の
提
供
が
控
え
ら
れ
た
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
意
識
の
高
ま
り
な
ど
を
背
景

に
、
各
種
名
簿
の
作
成
が
中
止
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
過
剰
と
も
い
え
る
反
応
が
一
部
に
見
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
度
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
と
有
効
な
利
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◆
個
人
情
報
の
利
用
は
個
人
や
社
会
に
と
っ
て
有

益
で
す
が
、
同
時
に
悪
用
さ
れ
な
い
よ
う
保
護

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。個
人
情
報
保
護
法
は
、

〝
個
人
情
報
の
有
用
性
に
配
慮
〞
し
な
が
ら〝
個

人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
〞こ
と
を
目
的
に
、

！
個
人
情
報
保
護
法
と
は

（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
法
律
は
、
高
度
情
報
通
信
社

会
の
進
展
に
伴
い
個
人
情
報
の
利
用
が
著
し

く
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
個
人

情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
、
基
本
理
念

及
び
政
府
に
よ
る
基
本
方
針
の
作
成
そ
の
他

の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
施
策
の
基
本

と
な
る
事
項
を
定
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団

体
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
業
者
の
遵
守
す
べ

き
義
務
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
情

報
の
有
用
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
個
人
の
権
利

利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

！
個
人
情
報
と
は

（
定
義
）

第
２
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
個
人
情

報
」
と
は
、
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、

生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の（
他

の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。）
を

い
う
。

◆
個
人
情
報
と
は
、
文
字
ど
お
り
個
人
を
特
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
の
こ
と
で
、
氏
名
や
住

所
、
生
年
月
日
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

ま
た
、
た
と
え
ば
単
に
身
長
・
体
重
だ
け
で
は

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

◆
個
人
情
報
を
特
定
の
目
的
以
外
に
利
用
す
る
場

合
や
第
三
者
に
提
供
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し

て
本
人
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た

だ
し
、例
外
と
し
て
、①
法
令
に
基
づ
く
場
合
、

②
生
命
・
身
体
・
財
産
の
保
護
に
必
要
で
本
人
同

意
の
取
得
が
困
難
な
場
合
、
③
公
衆
衛
生
の
向

上
な
ど
に
必
要
で
本
人
同
意
の
取
得
が
困
難
な

場
合
、
④
国
や
地
方
公
共
団
体
の
法
令
で
定
め

る
事
務
に
協
力
す
る
場
合
で
あ
っ
て
本
人
同
意

の
取
得
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
本
人
の
同
意
を
得
る

必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
第
三

者
に
情
報
を
提
供
す
る
場
合
、
本
人
が
求
め
れ

ば
情
報
の
提
供
を
停
止
す
る
と
い
う
こ
と
を
、

事
前
に
本
人
に
通
知
、
ま
た
は
本
人
が
容
易
に

知
り
得
る
状
態
に
し
て
お
け
ば
、
本
人
の
同
意

を
得
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

！
目
的
外
利
用
と
第
三
者

提
供
に
お
け
る
本
人
同

意
の
原
則
と
例
外

護法 個人情報の保護に関する法律
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削
除
す
る
」
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
本

人
に
通
知
す
る
か
、
ま
た
は
、
事
務
所

窓
口
等
へ
掲
示
し
た
り
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
た
り
し
て
、
本
人
が
容
易

に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ

れ
ば
、
本
人
の
同
意
を
得
た
も
の
と
し

て
第
三
者
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
こ
の
場
合
、
本
人
か
ら
削
除
の
求
め

が
あ
っ
た
と
き
は
、
名
簿
か
ら
削
除

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

第
三
者
へ
の
個
人
情
報
の
提
供
は
、
本

人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
絶
対
に
で
き
な

い
の
で
す
か
？

！
法
律
の
趣
旨
を
誤
解

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

次
の
場
合
、本
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、

第
三
者
に
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（１）
法
令
に
基
づ
く
場
合

（２）
生
命
・
身
体
・
財
産
の
保
護
に
必
要
で
、

本
人
同
意
の
取
得
が
困
難
な
場
合

（３）
公
衆
衛
生
の
向
上
や
児
童
の
健
全
育
成

の
た
め
に
必
要
で
、
本
人
同
意
の
取
得

が
困
難
な
場
合

（４）
国
や
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
協
力
す

る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
同
意
の
取
得

に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
あ
る
と
き

〈
例
〉

○
警
察
か
ら
、
刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
く
捜

査
関
係
事
項
の
照
会
が
あ
っ
た
と
き

○
弁
護
士
法
に
基
づ
き
、
弁
護
士
会
か
ら

銀
行
に
対
し
て
振
り
込
め
詐
欺
に
関
す

る
情
報
の
照
会
が
あ
っ
た
と
き

○
大
規
模
災
害
や
事
故
な
ど
に
よ
り
、
家

族
な
ど
か
ら
病
院
等
に
情
報
提
供
依
頼

が
あ
っ
た
と
き

Ｑ
１

Ａ
１

【
個
人
情
報
Ｑ
＆
Ａ
】

　

国
勢
調
査
な
ど
の
指
定
統
計
調
査
は
、

統
計
法
に
基
づ
き
申
告
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
統
計
調
査
で
得
ら
れ

た
情
報
は
、
関
係
者
の
守
秘
義
務
に
よ
り

保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
２

Ａ
２

　

統
計
調
査
で
、
個
人
情
報
に
関
す
る
こ

と
は
答
え
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
か
？

　

次
の
い
ず
れ
か
の
手
続
き
に
よ
り
、
学

校
や
地
域
で
名
簿
を
作
成
・
配
布
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（１）
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
る

〈
例
〉

　

た
と
え
ば
学
校
で
ク
ラ
ス
名
簿
を
作

成
・
配
布
す
る
場
合
、「
生
徒
の
氏
名
・

住
所
な
ど
を
ク
ラ
ス
名
簿
と
し
て
関
係

者
に
配
布
す
る
」
こ
と
を
明
示
し
、
こ

れ
に
同
意
の
上
で
個
人
情
報
を
記
入
・

提
出
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

※
全
員
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、

同
意
を
得
ら
れ
た
人
の
み
を
掲
載
し

た
名
簿
は
配
布
で
き
ま
す
。

（２）
同
意
に
代
わ
る
方
法
を
と
る

〈
例
〉

　

た
と
え
ば
緊
急
連
絡
網
な
ど
を
作

成
・
配
布
す
る
場
合
、
そ
の
内
容
並
び

に「
本
人
の
求
め
が
あ
れ
ば
名
簿
か
ら

Ｑ
３

Ａ
３

　

住
所
や
電
話
番
号
の
入
っ
た
名
簿
を
作

成
・
配
布
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で

す
か
？

　

個
人
情
報
保
護
法
に
つ
い
て
の
経
済
産
業
省
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
法
の
目
的
に
照
ら
し
、「
公

益
上
必
要
な
活
動
や
正
当
な
事
業
活
動
ま
で
も
制

限
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
法
律

の
趣
旨
を
誤
解
し
て〝
個
人
情
報
は
提
供
で
き
な

い
〞
と
い
う
の
で
は
な
く
、
取
扱
い
に
対
す
る
理

解
と
信
頼
性
を
高
め
、個
人
情
報
を
適
切
に
利
用
・

提
供
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。個人情報に関する
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